
議案第２号 

 

   東広島市立幼稚園保育料の減免に関する規則の一部改正について 

 

 東広島市立幼稚園保育料の減免に関する規則の一部を改正する規則を定めるこ

とについて、次のとおり提案する。 

 

  平成２９年２月２３日提出 

 

東広島市教育委員会 

教育長  津  森     毅    

 

１ 提案理由 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の一部改正に伴い、情緒障害児短

期治療施設を児童心理治療施設に名称変更するとともに、所要の規定の整備を

行うため、この議案を提出するものである。 

 

２ 改正案 

  別紙のとおり。 

 

３ 施行期日 

  平成２９年４月１日 

 

４ 根拠法令 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号） 

 第１５条 教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限

に属する事務に関し、教育委員会規則を制定することができる。 
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東広島市教育委員会規則第 号 

 

 東広島市立幼稚園保育料の減免に関する規則の一部を改正する規則をここに公

布する。 

 

  平成２９年  月  日 

 

                    東広島市教育委員会 

                    教育長  津  森    毅  

  

 

   東広島市立幼稚園保育料の減免に関する規則の一部を改正する規則 

 

 東広島市立幼稚園保育料の減免に関する規則（昭和５３年東広島市教育委員会

規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項を次のように改める。 

  条例第４条の規定による保育料の減免の対象及びその額は、別表に定めると

おりとする。 

 第３条中「教育委員会」を「東広島市教育委員会（以下「教育委員会」とい

う。）」に改め、同条第１号中「前条第１項第１号」を「別表１の項に掲げる

者」に、「あつては」を「あっては」に改め、同条第２号中「前条第１項第２号

又は第３号」を「別表２の項又は３の項に掲げる者」に、「あつては」を「あっ

ては」に改め、同条第３号中「前条第１項第４号」を「別表４の項に掲げる者」

に、「あつては」を「あっては」に改め、同条第４号中「前条第１項第５号」を

「別表５の項に掲げる者」に、「あつては」を「あっては」に改める。 

 第６条中「なくなつた」を「なくなった」に改める。 

 第７条中「前４条」を「第３条から前条まで」に、「あつた」を「あった」に

改める。 

 別表１の項中「生活保護法」の右に「（昭和２５年法律第１４４号）」を加

え、同表４の項中「上記区分」を「１の項から３の項までに掲げる世帯」に改
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め、「世帯」の右に「に属する者」を加え、同表備考１第３号中「第３条第１項

又は第２項の規定により認定を受けた」を「第２条第６項に規定する」に改め、

同表備考１第５号中「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に改

め、同表備考３中「入園」を「入園し、」に改める。 

 別記様式第１号及び別記様式第２号中「子ども園」を「認定こども園」に改め

る。 

別記様式第３号中「上記区分」を「１から３までに掲げる世帯」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東広島市立幼稚園保育料の

減免に関する規則の規定による様式により作成された用紙は、この規則による

改正後の東広島市立幼稚園保育料の減免に関する規則の規定による様式により

作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。 
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東
広
島
市

立
幼
稚

園
保
育

料
の
減
免
に

関
す
る

規
則
（

昭
和
5
3
年
東

広
島
市

教
育
委

員
会
規
則
第

１
号
）

【
抜
粋

】
 

新
 

旧
 

（
減
免
の

対
象
等

）
 

（
減
免
の

対
象
等

）
 

第
２
条
 

条
例
第

４
条
の

規
定
に
よ
る

保
育
料

の
減
免

の
対
象
及
び

そ
の
額

は
、
別
表

に
定

め
る
と
お

り
と
す

る
。

 

第
２
条
 

条
例
第

４
条
の

規
定
に
よ
る

保
育
料

の
減
免

は
、
次
の
各
号

の
い
ず

れ
か
に

該
当

す
る
者
に

対
し
て

行
う
も

の
と
し
、
そ

の
減
免

の
額
は

別
表
に
定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
。
 

 
(
１
)
 
生

活
保
護

法
（
昭

和
2
5
年
法
律

第
1
4
4
号

）
の
規

定
に
よ
る
保

護
を
受

け
て
い

る

世
帯
に
属

す
る
者

 

 
(
２
)
 
当

該
年
度

に
納
付

す
べ
き
市
民

税
が
非

課
税
と

な
る
世
帯
に

属
す
る

者
 

 
(
３
)
 
当

該
年
度

に
納
付

す
べ
き
市
民

税
の
所

得
割
が

非
課
税
と
な

る
世
帯

に
属
す

る

者
 

 
(
４
)
 
前

３
号
以

外
の
世

帯
に
属
す
る

者
 

 
(
５
)
 
園

長
に
届

出
を
行

い
、
月
の
全

日
数
を

通
じ
て

休
園
す
る
者

 

２
 
前
項

に
定
め

る
保
育

料
の
減
免
の

期
間
は

、
当
該

年
度
を
限
度

と
す
る

。
 

２
 
前
項

に
定
め

る
保
育

料
の
減
免
の

期
間
は

、
当
該

年
度
を
限
度

と
す
る

。
 

（
減
免
の

申
請
）

 
（
減
免
の

申
請
）

 

第
３
条
 

保
育
料

の
減
免

を
受
け
よ
う

と
す
る

者
は
、

東
広
島
市
立

幼
稚
園

保
育
料

（
減

免
・
徴
収
延
期

）
申

請
書
（

別
記
様
式

第
１
号

）
に

次
に

掲
げ
る
書

類
を
添

え
て
東

広
島

市
教
育
委

員
会
（

以
下
「

教
育
委
員
会

」
と
い

う
。
）

に
提
出
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

第
３
条
 

保
育
料

の
減
免

を
受
け
よ
う

と
す
る

者
は
、

東
広
島
市
立

幼
稚
園

保
育
料

（
減

免
・
徴
収
延
期

）
申

請
書
（

別
記
様
式

第
１
号

）
に

次
に

掲
げ
る
書

類
を
添

え
て
教

育
委

員
会
に
提

出
し
な

け
れ
ば

な
ら
な
い
。

 

(
１
)
 
別

表
１
の

項
に
掲

げ
る
者
に
該

当
す
る

者
に
あ

っ
て
は
、
当
該

保
護
を

受
け
て

い

る
旨
の
福

祉
事
務

所
長
の

証
明
書

 

(
１
)
 
前

条
第
１

項
第
１

号
に
該
当
す

る
者
に

あ
つ
て

は
、
当
該
保
護

を
受
け

て
い
る

旨

の
福
祉
事

務
所
長

の
証
明

書
 

(
２
)
 
別

表
２
の

項
又
は

３
の
項
に
掲

げ
る
者

に
該
当

す
る
者
に
あ

っ
て
は
、
市
民
税

の

課
税
若
し

く
は
非

課
税
の

証
明
書
又
は

市
民
税

の
納
税

通
知
書
の
写

し
 

(
２
)
 
前

条
第
１

項
第
２

号
又
は
第
３

号
に
該

当
す
る

者
に
あ
つ
て

は
、
市
民

税
の
課

税

若
し
く
は

非
課
税

の
証
明

書
又
は
市
民

税
の
納

税
通
知

書
の
写
し

 

(
３
)
 
別

表
４
の

項
に
掲

げ
る
者
に
該

当
す
る

者
に
あ

っ
て
は
、
幼
稚

園
等
の

就
園
を

証

明
す
る
書

類
 

(
３
)
 
前

条
第
１

項
第
４

号
に
該
当
す

る
者
に

あ
つ
て

は
、
幼
稚
園
等

の
就
園

を
証
明

す

る
書
類

 

(
４
)
 
別

表
５
の

項
に
掲

げ
る
者
に
該

当
す
る

者
に
あ

っ
て
は
、
園

長
の
証

明
書

 
(
４
)
 
前

条
第
１

項
第
５

号
に
該
当
す

る
者
に

あ
つ
て

は
、
園
長
の

証
明
書

 

（
減
免
等

事
由
消

滅
の
届

出
）
 

（
減
免
等

事
由
消

滅
の
届

出
）
 

第
６
条
 

現
に
保

育
料
の

減
免
等
を
受

け
て
い

る
者
は
、
当

該
減
免
等

を
受
け

て
い
る

事
由

が
消
滅
し
、
保
育
料

の
減

免
等
を
受
け

る
必
要

が
な
く

な
っ
た
と
き

は
、
速

や
か
に

東
広

島
市
立
幼

稚
園
保

育
料
減

免
等
事
由
（
変

更
・
消
滅
）
届

出
書
（
別
記

様
式
第

２
号
）
を

教
育
委
員

会
に
提

出
し
な

け
れ
ば
な
ら

な
い
。

 

第
６
条
 

現
に
保

育
料
の

減
免
等
を
受

け
て
い

る
者
は
、
当

該
減
免
等

を
受
け

て
い
る

事
由

が
消
滅
し
、
保
育
料

の
減

免
等
を
受
け

る
必
要

が
な
く

な
つ
た
と
き

は
、
速

や
か
に

東
広

島
市
立
幼

稚
園
保

育
料
減

免
等
事
由
（
変

更
・
消
滅
）
届

出
書
（
別
記

様
式
第

２
号
）
を

教
育
委
員

会
に
提

出
し
な

け
れ
ば
な
ら

な
い
。

 

（
結
果
の

通
知
）

 
（
結
果
の

通
知
）

 

第
７
条
 

教
育
委

員
会
は
、
第

３
条
か
ら

前
条
ま

で
の
規

定
に
よ
る
申

請
又
は

届
出
が

あ
っ

た
と
き
は

、
こ
れ

を
審
査

し
、
速
や
か

に
決
定

を
行
い
、
そ
の
結
果

を
東
広

島
市
立

幼
稚

園
保
育
料

減
免
等
（

決
定
・
不
承
認
）
通

知
書
（
別
記

様
式
第
３
号
）
に
よ
り

当
該
申

請

第
７
条
 

教
育
委

員
会
は

、
前
４
条
の

規
定
に

よ
る
申

請
又
は
届
出

が
あ
つ

た
と
き

は
、
こ

れ
を
審
査

し
、
速
や

か
に

決
定
を
行
い
、
そ
の

結
果
を

東
広
島
市
立

幼
稚
園

保
育
料

減
免

等
（
決
定
・
不
承

認
）
通
知

書
（
別
記
様

式
第
３

号
）
に

よ
り
当
該

申
請
又

は
届
出

を
し
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新
 

旧
 

又
は
届
出

を
し
た

者
に
通

知
す
る
も
の

と
す
る

。
 

た
者
に
通

知
す
る

も
の
と

す
る
。

 

 
 

別
表
（
第

２
条
関

係
）

 
別
表
（
第

２
条
関

係
）

 

区
分

 
小
学
校
１

年
生

、
２
年

生
又

は
３
年
生

の
兄

又
は
姉
を

有
し
て

い
な
い

場
合
 

小
学
校
１

年
生
、

２
年
生

又

は
３
年
生

の
兄
又

は
姉
を

有

し
て
い
る

場
合

 

次
の
い
ず

れ

か
に
該
当

す

る
者

 

(
１
)
 
市

立
幼
稚

園
に
在

園
し
て

い
る
者

が
１
人

で
あ
る

場
合
に

お
け
る

当
該
者

 

(
２
)
 
同

一
の
世

帯
か
ら

幼
稚
園

等
に
就

園
し
て

い
る
者

が
２
人

以
上
で

あ
る
場

合
に
お

け
る
市

立
幼
稚

園
に
在

園
し
て

同
一
の
世

帯

か
ら
幼
稚

園

等
に
就
園

し

て
い
る
者

が

２
人
以
上

で

あ
る
場
合

に

お
け
る
市

立

幼
稚
園
に

在

園
し
て
い

る

次
年
長
者

 

同
一
の
世

帯

か
ら
幼
稚

園

等
に
就
園

し

て
い
る
者

が

３
人
以
上

で

あ
る
場
合

に

お
け
る
市

立

幼
稚
園
に

在

園
し
て
い

る

最
年
長
者

及

び
次
年
長

者

以
外
の
者

 

小
学
校
１

年

生
、
２
年

生

又
は
３
年

生

の
兄
又
は

姉

を
１
人
有

し

て
い
る
場

合

に
お
い
て

、

次
の
い
ず

れ

か
に
該
当

す

る
者

 

(
１
)
 
市

立
幼
稚

園
に
在

園
し
て

い
る
者

が
１
人

で
あ
る

と
き
に

お
け
る

当
該
者

 

(
２
)
 
同

一
の
世

帯
か
ら

幼
稚
園

等
に
就

園
し
て

い
る
者

が
２
人

次
の
い
ず

れ

か
に
該
当

す

る
者

 

(
１
)
 
小

学
校
１

年
生
、
２

年
生
、
又

は
３
年

生
の
兄

又
は
姉

を
１
人

有
し
て

い
る
場

合
に
お

い
て
、
同

一
の
世

帯
か
ら

幼
稚
園

等
に
就

園
し
て

い
る
者

が
２
人

以
上
で

あ
る
と

き
に
お

け
る
市

立
幼
稚

園
に
在

区
分

 
小
学
校
１

年
生

、
２
年

生
又

は
３
年
生

の
兄

又
は
姉
を

有
し
て

い
な
い

場
合
 

小
学
校
１

年
生
、

２
年
生

又

は
３
年
生

の
兄
又

は
姉
を

有

し
て
い
る

場
合

 

次
の
い
ず

れ

か
に
該
当

す

る
者

 

(
１
)
 
市

立
幼
稚

園
に
在

園
し
て

い
る
者

が
１
人

で
あ
る

場
合
に

お
け
る

当
該
者

 

(
２
)
 
同

一
の
世

帯
か
ら

幼
稚
園

等
に
就

園
し
て

い
る
者

が
２
人

以
上
で

あ
る
場

合
に
お

け
る
市

立
幼
稚

園
に
在

園
し
て

同
一
の
世

帯

か
ら
幼
稚

園

等
に
就
園

し

て
い
る
者

が

２
人
以
上

で

あ
る
場
合

に

お
け
る
市

立

幼
稚
園
に

在

園
し
て
い

る

次
年
長
者

 

同
一
の
世

帯

か
ら
幼
稚

園

等
に
就
園

し

て
い
る
者

が

３
人
以
上

で

あ
る
場
合

に

お
け
る
市

立

幼
稚
園
に

在

園
し
て
い

る

最
年
長
者

及

び
次
年
長

者

以
外
の
者

 

小
学
校
１

年

生
、
２
年

生

又
は
３
年

生

の
兄
又
は

姉

を
１
人
有

し

て
い
る
場

合

に
お
い
て

、

次
の
い
ず

れ

か
に
該
当

す

る
者

 

(
１
)
 
市

立
幼
稚

園
に
在

園
し
て

い
る
者

が
１
人

で
あ
る

と
き
に

お
け
る

当
該
者

 

(
２
)
 
同

一
の
世

帯
か
ら

幼
稚
園

等
に
就

園
し
て

い
る
者

が
２
人

次
の
い
ず

れ

か
に
該
当

す

る
者

 

(
１
)
 
小

学
校
１

年
生
、
２

年
生
、
又

は
３
年

生
の
兄

又
は
姉

を
１
人

有
し
て

い
る
場

合
に
お

い
て
、
同

一
の
世

帯
か
ら

幼
稚
園

等
に
就

園
し
て

い
る
者

が
２
人

以
上
で

あ
る
と

き
に
お

け
る
市

立
幼
稚

園
に
在
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新
 

旧
 

い
る
最

年
長
者

 

以
上
で

あ
る
と

き
に
お

け
る
市

立
幼
稚

園
に
在

園
し
て

い
る
最

年
長
者

 

園
し
て

い
る
最

年
長
者

以
外
の

者
 

(
２
)
 
小

学
校
１

年
生
、
２

年
生
又

は
３
年

生
の
兄

又
は
姉

を
２
人

以
上
有

し
て
い

る
場
合

に
お
け

る
市
立

幼
稚
園

に
在
園

し
て
い

る
者

 

１
 
生
活

保

護
法
（
昭

和
２
５
年

法
律
第
１

４
４
号
）

の
規
定
に

よ
る
保
護

を
受
け
て

い
る
世
帯

に
属
す
る

者
 

全
額

 
全
額

 
全
額

 
全
額

 
全
額

 

２
 
当
該

年
全
額

 
全
額

 
全
額

 
全
額

 
全
額

 

い
る
最

年
長
者

 

以
上
で

あ
る
と

き
に
お

け
る
市

立
幼
稚

園
に
在

園
し
て

い
る
最

年
長
者

 

園
し
て

い
る
最

年
長
者

以
外
の

者
 

(
２
)
 
小

学
校
１

年
生
、
２

年
生
又

は
３
年

生
の
兄

又
は
姉

を
２
人

以
上
有

し
て
い

る
場
合

に
お
け

る
市
立

幼
稚
園

に
在
園

し
て
い

る
者

 

１
 
生
活

保

護
法
の
規

定
に
よ
る

保
護
を
受

け
て
い
る

世
帯
に
属

す
る
者

 

    

全
額

 
全
額

 
全
額

 
全
額

 
全
額

 

２
 
当
該

年
全
額

 
全
額

 
全
額

 
全
額

 
全
額
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新
 

旧
 

度
に
納
付

す
べ
き
市

民
税
が
非

課
税
と
な

る
世
帯
に

属
す
る
者

 

３
 
当
該

年

度
に
納
付

す
べ
き
市

民
税
の
所

得
割
が
非

課
税
と
な

る
世
帯
に

属
す
る
者

 

年
額
2
0
,
0
0
0

円
を
限
度

と

す
る
額

 

年
額
5
0
,
0
0
0

円
を
限
度

と

す
る
額

 

全
額

 
年
額
5
0
,
0
0
0

円
を
限
度

と

す
る
額

 

全
額

 

４
 
１
の

項

か
ら
３
の

項
ま
で
に

掲
げ
る
世

帯
以
外
の

世
帯
に
属

す
る
者

 

―
 

年
額
4
0
,
0
0
0

円
を
限
度

と

す
る
額

 

全
額

 
年
額
4
0
,
0
0
0

円
を
限
度

と

す
る
額

 

全
額

 

５
 
園
長

に

届
出
を
行

い
、
月
の

全
日
数
を

通
じ
て
休

園
す
る
者

 

当
該
休
園

す

る
月
の
保

育

料
全
額

 

当
該
休
園

す

る
月
の
保

育

料
全
額

 

当
該
休
園

す

る
月
の
保

育

料
全
額

 

当
該
休
園

す

る
月
の
保

育

料
全
額

 

当
該
休
園

す

る
月
の
保

育

料
全
額

 

 

度
に
納
付

す
べ
き
市

民
税
が
非

課
税
と
な

る
世
帯
に

属
す
る
者

 

３
 
当
該

年

度
に
納
付

す
べ
き
市

民
税
の
所

得
割
が
非

課
税
と
な

る
世
帯
に

属
す
る
者

 

年
額
2
0
,
0
0
0

円
を
限
度

と

す
る
額

 

年
額
5
0
,
0
0
0

円
を
限
度

と

す
る
額

 

全
額

 
年
額
5
0
,
0
0
0

円
を
限
度

と

す
る
額

 

全
額

 

４
 
上
記

区

分
以
外
の

世
帯

 

    

―
 

年
額
4
0
,
0
0
0

円
を
限
度

と

す
る
額

 

全
額

 
年
額
4
0
,
0
0
0

円
を
限
度

と

す
る
額

 

全
額

 

５
 
園
長

に

届
出
を
行

い
、
月
の

全
日
数
を

通
じ
て
休

園
す
る
者

 

当
該
休
園

す

る
月
の
保

育

料
全
額

 

当
該
休
園

す

る
月
の
保

育

料
全
額

 

当
該
休
園

す

る
月
の
保

育

料
全
額

 

当
該
休
園

す

る
月
の
保

育

料
全
額

 

当
該
休
園

す

る
月
の
保

育

料
全
額

 

 

備
考

 
備
考

 

１
 
こ
の

表
に
お

い
て
「
幼

稚
園
等
に

就
園
し

て
い
る

者
」
と
は

、
次
の

各
号
に

掲
げ

る
者
を
い

う
。

 

１
 
こ
の

表
に
お

い
て
「
幼

稚
園
等
に

就
園
し

て
い
る

者
」
と
は

、
次
の

各
号
に

掲
げ

る
者
を
い

う
。

 

(
１
)
 
幼

稚
園
に

就
園
し

て
い
る
者

 
(
１
)
 
幼

稚
園
に

就
園
し

て
い
る
者

 

(
２
)
 
児

童
福
祉

法
（
昭

和
2
2
年
法
律

第
1
6
4
号

）
第
3
9
条

第
１
項
に

規
定
す

る
保

育
所
に
入

所
し
て

い
る
者

 

(
２
)
 
児

童
福
祉

法
（
昭

和
2
2
年
法
律

第
1
6
4
号

）
第
3
9
条

第
１
項
に

規
定
す

る
保

育
所
に
入

所
し
て

い
る
者

 

(
３
)
 
就

学
前
の

子
ど
も

に
関
す
る
教

育
、
保
育
等

の
総
合

的
な
提
供

の
推
進

に
関

(
３
)
 
就

学
前
の

子
ど
も

に
関
す
る
教

育
、
保
育
等

の
総
合

的
な
提
供

の
推
進

に
関
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新
 

旧
 

す
る
法
律
（
平
成

1
8
年
法

律
第
7
7
号
）
第
２
条

第
６
項

に
規
定
す
る

認
定
こ

ど
も

園
に
就
園

し
て
い

る
者

 

す
る
法
律
（
平
成

1
8
年
法

律
第
7
7
号
）
第
３
条

第
１
項

又
は
第
２
項

の
規
定

に
よ

り
認
定
を

受
け
た

認
定
こ

ど
も
園
に
就

園
し
て

い
る
者

 

(
４
)
 
学

校
教
育

法
（
昭
和

2
2
年
法
律

第
2
6
号
）
第

１
条

に
規
定
す
る

特
別
支

援
学

校
の
幼
稚

部
に
在

学
し
て

い
る
者

 

(
４
)
 
学

校
教
育

法
（
昭
和

2
2
年
法
律

第
2
6
号
）
第

１
条

に
規
定
す
る

特
別
支

援
学

校
の
幼
稚

部
に
在

学
し
て

い
る
者

 

(
５
)
 
児

童
福
祉

法
第
７

条
第
１
項
に

規
定
す

る
児
童

発
達
支
援
セ

ン
タ
ー

若
し

く
は
児
童

心
理
治

療
施
設

に
通
い
、
又

は
児
童

発
達
支

援
若

し
く
は
医

療
型
児

童

発
達
支
援

を
利
用

し
て
い

る
幼
児
（
学

校
教
育

法
第
2
6
条

の
幼
児
を

い
う
。

）
 

(
５
)
 
児

童
福
祉

法
第
７

条
第
１
項
に

規
定
す

る
児
童

発
達
支
援
セ

ン
タ
ー

若
し

く
は
情
緒

障
害
児

短
期
治

療
施
設
に
通

い
、
又

は
児
童

発
達

支
援
若
し

く
は
医

療

型
児
童
発

達
支
援

を
利
用

し
て
い
る
幼

児
（
学

校
教
育

法
第
2
6
条
の

幼
児
を

い

う
。
）

 

２
 
こ
の

表
に
お

い
て
「
小

学
校
１
年

生
、
２
年

生
又
は

３
年
生
」
と

は
、
満
６

歳
に

達
し
た
日

の
翌
日

以
後
に

お
け
る
最
初

の
４
月

１
日
か

ら
満
９
歳
に

達
し
た

日
以

後
最
初
の

３
月
3
1
日
ま
で

の
者
を
い
う

。
 

２
 
こ
の

表
に
お

い
て
「
小

学
校
１
年

生
、
２
年

生
又
は

３
年
生
」
と

は
、
満
６

歳
に

達
し
た
日

の
翌
日

以
後
に

お
け
る
最
初

の
４
月

１
日
か

ら
満
９
歳
に

達
し
た

日
以

後
最
初
の

３
月
3
1
日
ま
で

の
者
を
い
う

。
 

３
 
年
度

の
途
中

に
入
園

し
、
又
は

退
園
し

た
場
合

は
、
在

園
期
間
に

応
じ
て

保
育
料

を
減
免
す

る
。

 

３
 
年
度

の
途
中

に
入
園

又
は
退
園
し

た
場
合

は
、
在
園
期

間
に
応
じ

て
保
育

料
を
減

免
す
る
。

 

別
記
様
式

第
１
号

（
第
３

条
、
第
４
条

関
係
）

 
別
記
様
式

第
１
号

（
第
３

条
、
第
４
条

関
係
）

 

認
定
こ
ど

も
園

 
子
ど
も
園

 

別
記
様
式

第
２
号

（
第
５

条
、
第
６
条

関
係
）

 
別
記
様
式

第
２
号

（
第
５

条
、
第
６
条

関
係
）

 

認
定
こ
ど

も
園

 
子
ど
も
園

 

別
記
様
式

第
３
号

（
第
７

条
関
係
）

 
別
記
様
式

第
３
号

（
第
７

条
関
係
）

 

１
か
ら
３

ま
で
に

掲
げ
る

世
帯
 

上
記
区
分
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